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高所得国入りに向けてアクセルを踏む
タイ・マレーシア
みずほ総合研究所 アジア調査部　上席主任研究員 酒向 浩二

次のアジア展開

　2017年のASEAN主要5ヵ国（タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム）の実質GDP成長率は前年比
＋5.3％となり、2016年の＋4.9％成長から加速した。輸出、内需ともに堅調に推移したことによる。2018年は、世
界経済のピークアウトを受けて輸出が緩やかに鈍化する一方、総じて良好な雇用環境を背景に消費は底堅く推移
するなど、内需に支えられて2017年と同程度の成長率を維持すると予想している。

所得水準が横ばい圏に入ったタイ・マレーシア
　ただし、国別にみると、ベトナム・フィリピンの過去
5年平均成長率が＋6〜7％、インドネシアが同＋5％
前後の成長を維持した一方で、マレーシアは同＋4〜
5％台、タイは同＋3％台と差異がみられる。
　タイ・マレーシアは、ASEANでは比較的経済発展
の進んだ「上位中所得国」であるが、国民の所得水
準を示す1人あたり名目GDPに目を転じると、タイは
6,000ドル前後、マレーシアは10,000ドル前後で伸
び悩んでいる様子がうかがえる（図表1）。
　一般的に、1人あたり名目GDPが一定の水準に達
した後、経済発展モデルの転換が進まず成長率が低
下あるいは長期低迷するリスクを世界銀行などが指摘しており、中南米諸国などにその先例がみられる。このリス
クは「中所得国の罠」と呼ばれており、タイ・マレーシアは、近年の所得水準の伸び悩みから、この罠に陥っている
可能性が指摘されている。

高所得国入りのカギを握るのは生産性向上
　図表2は、ASEAN諸国の発展段階ごとに、産業レべルと成長ドライバーを示したものである。ASEAN諸国にお
いて、「下位中所得国」は、まずは『労働投入』を成長ドライバーとし、それが「上位中所得国」になると、『資本投入』
へとシフトする。タイにおいては自動車・機械、マレー
シアにおいては化学・電子などに代表される資本集
約型産業へのシフトが進んでおり、すでに『資本投入』
が成長ドライバーとなっている。両国では労働力不足
が顕在化しており、労働集約型産業は周辺で労賃の
安いカンボジア・ラオス・ミャンマーへのシフトが奨励
されるようになっている。
　両国はここからもう一段発展した「高所得国」入り
を目標としているが、そのためには『生産性向上』をド

図表1. タイ、マレーシア、中国の1人あたり名目GDP

（資料）IMF「World Economic Outlook Data」(2018年1月)より、みずほ総合研究所作成
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図表2. 発展段階、産業レベル、成長ドライバーの関係

（注）ブルネイ（高所得国）は資源依存度が激しく高く、産業構造が異なるため、本表から除外
（資料）みずほ総合研究所作成
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ライバーとする成長モデルへの転換が必要であり、シフトチェンジを円滑に行うための政策立案に注力していると
ころである。

デジタルで先行する中国、タイ・マレーシアが追随へ
　ここで、タイ・マレーシアと同じ「上位中所得国」に区分される中国の状況をみておこう。中国は2010年代までは
2けた成長を維持してきたが、この5年間は＋6〜7％成長に鈍化している。それでも相対的な高成長は維持してお
り、タイ・マレーシアとは異なり、1人あたり名目GDPが伸び悩む様子はうかがえない（図表1）。
　中国が『生産性向上』の切り札の1つに据えているのがデジタル技術である。電子商取引（EC）売上規模では
中国はすでに世界一となっている。スマートフォン利用のQRコード読み込みによるキャッシュレスでの製品購入・
サービスを受ける生活は、中国都市部では当たり前になりつつあり、地方農村部にも急速に広がりつつある。
　デジタル技術の導入によって、店舗が抱えていた営業時間や地理的制限などの物理的な障壁を低くしたことに
よる消費の底上げや、自転車、自動車、住宅のシェアリングサービスの導入が進んで、経済活性化の一助となって
いる。さらに、電子決済ノウハウとそこで取得したビッグデータを活用した人工知能（AI）融資の導入など、新たな
金融サービスの提供は、スタートアップ企業の活性化等にも貢献している。これらのデジタル技術の導入による
ニューエコノミーの台頭が、鉄鋼、セメント、造船などのオールドエコノミーの不振を補い、次の成長ステージに向
かう曙光が見えつつあるといえよう。
　タイ・マレーシアも、中国の新産業動向に従来以上に高い
関心を払うようになっているようだ。たとえば、両国ともEC
市場規模が中国の100分の1程度にとどまる現状を踏まえ

（図表3）、デジタル分野で先行する中国のノウハウを積極
的に取り込もうと動いている。中国を代表するEC企業である
ジャック・マー会長率いるアリババ集団は、タイ政府と協力協
定を締結し、マレーシアにおいては同国政府に要請されて
マー会長がデジタル経済委員会の顧問に就任していること
はその証左であろう。中国は、ユーラシア大陸のインフラ整
備を進める一帯一路政策を進めているが、そこにはハードイ
ンフラのみならずデジタルインフラも含まれ、中国とタイ・マ
レーシアは同分野でウィン・ウィン関係の構築を目指してい
るようである。

日本企業は両国の政策に沿いつつ、既存投資活用も念頭に
　これまで述べてきた事情から、タイは「タイランド4.0」、マ
レーシアは「インダストリー4.0」政策をすでに打ち出してい
る。両国においては、外資系企業の投資誘致姿勢も自ずと変
化する。『生産性向上』に寄与する投資にインセンティブを付
与する傾向が強まり、政策に適応した新規投資を行うことが
重要な姿勢になろう。
　他方で日系製造業はタイに約4兆円、マレーシアに約1兆
円の直接投資を実施済みである（図表4）。そのため、技術人
材も含めた潤沢な既存の投資資産を活用することも得策と
なろう。日本が蓄積してきた生産性向上のノウハウを積極的
に導入することが、結果的に両国政府が掲げる政策の進展
にもつながる。両国のデジタル化の動きに新商機を見出しつ
つ、既存投資を着実に高度化していくことが得策だろう。

図表3. EC市場規模

（資料）ジェトロ「ジェトロセンサー」（2018年3月号）より、みずほ総合研究所作成
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図表4. 日系製造業の対中・ASEAN5直接投資残高（2016年末）

（資料）日本銀行「国際収支統計」より、みずほ総合研究所作成
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　資本集約型産業を興し、上位中所得国にまで発展したタイは、近年経済の停滞に直面している。2010年に
入ってからの実質GDP成長率は年平均3.7％と、2000年代の同4.3％から鈍化した。発展段階が近しいマレー
シアが同時期に平均5％以上の成長を実現したことを踏まえても、力強さに欠けるといえるだろう。このような
低成長の背景には、生産年齢人口が2017年から減少に転じるなど、成長の活力が失われるなかで、2006年に
タクシン政権がクーデターに倒れてから度重なる政治混乱が生じ、経済政策が迷走してきたことにある。
　このままではタイが「中所得国の罠」に陥るとの危機感が高まるなか、軍政は国内の産業高度化や周辺国の
活用を柱とする新たな成長戦略を打ち出した。

停滞脱出の切り札「タイランド4.0」
　2015年に軍政は産業高度化に向けタイが目指すべき高度社会「タイランド4.0」の実現に舵を取った。これ
までタイの経済構造の重点が農業（第1段
階）、軽工業（第2段階）、重工業（第3段階）へ
と移り変わってきたが、今後はイノベーション
や生産性向上などにより持続的に高付加価
値な財・サービスを創造する第4の発展段階
を目指すものだ。
　タイ政府は、インダストリー4.0を実現する
うえで、まずは次世代自動車やスマートエレク
トロニクスといった既存産業の強みを活かし
た5産業の高度化に取り組み、これらの産業
を土台に長期的にはロボットやデジタル産業
など新たな5つの知識集約型産業を育成して
いく予定だ（図表1）。上記に示した10産業を
ターゲット産業と位置づけ、イノベーションや
生産性の向上を図る。
　なかでもデジタル産業の育成は、全ての産
業の高度化に不可欠であると捉え、タイ政府
は2016年5月にデジタル産業の育成ビジョ
ンとして「デジタル経済社会開発20ヵ年計
画」を打ち出した。この方針は、デジタル分野
での投資促進や中小企業の競争力強化など
を通じて、20年後には世界のデジタル技術を
リードする存在になることを目標としている。
　これに続き同年6月にはタイランド4.0の
目玉政策ともいえる「東部経済回廊（ECC：
Eastern Economic Corridor）」の開発計画

＜短・中期的に取り組む分野＞
既存産業のレベルを上げ、
さらに進展させる

次世代自動車

スマート電子

農業・バイオテクノロジー

食品イノベーション

高付加価値観光・メディカルツーリズム

＜長期的に取り組む分野＞
新規産業を創出し、

タイ経済を飛躍的に発展させる

オートメーション＆ロボット

航空宇宙

デジタル産業

メディカル・ハブ

バイオ燃料・バイオ化学

1年半後
・投資によりデジタル基盤を整備

5年後

10年後

20年後

・誰もがデジタル技術の恩恵を享受

・デジタル技術とイノベーションが経済発展を牽引

・世界のデジタル技術とイノベーションをタイがリード

「中所得国の罠」回避に向け
高度産業化に挑むタイ
みずほ総合研究所 アジア調査部　エコノミスト 松浦 大将

図表1. タイランド4.0を支える10のターゲット産業

図表2. デジタル経済社会開発20ヵ年計画

（資料）タイ投資委員会より、みずほ総合研究所作成

（資料）タイ デジタル経済社会省より、みずほ総合研究所作成
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が発表された。首都バンコク近郊のチョンブリ県、ラヨン県、チャチュンサオ県の3県をターゲット産業の投資優
遇地に指定し、2017年から5年間で1.5兆バーツ（約4兆5千億円）を投じてインフラ整備や税制優遇策などの
投資環境整備を行う。
　このような政府の取り組みもあって、最近のタイでの投資動向にも変化がみられる。タイ投資委員会（BOI）
によれば、2017年の投資申請額は前年比＋22％増の6,420億バーツに増加し、申請額の4割以上は海外か
らの直接投資が占めた。この直接投資のうち76％は、タイランド4.0で指定されるターゲット産業向けの投資で
ある。金額ベースでは自動車産業（730億バーツ）、件数ベースではデジタル産業（116件）への投資が最も多く
なった。BOIは2018年の投資申請額の目標を7,200億バーツに設定し、EECへの誘致活動も精力的に行う予
定だ。
　タイランド4.0に関心を寄せるのが中国だ。特に、中国企業によるデジタル産業への投資が注目を集めてい
る。通信設備・機器大手のファーウェイは、都市開発やエネルギーなど計10分野のデジタル化振興を支援する
と発表した。2017年11月には、同社としては東南アジア最大規模となるデータセンターをEECに設置する内
容の覚書をデジタル経済社会省と締結している。また、電子商取引最大手のアリババ集団は、タイ政府とともに
EECにスマートデジタルハブを設置するほか、デジタル人材の育成を支援する方針だ。アリババは今後も継続
してタイに投資を行っていく考えも示しており、中長期的にタイのデジタル産業の成長をサポートする構えだ。
　タイへの直接投資額残高が最も多い日本が果たす役割にも期待がかかる。ジェトロと在タイ日本大使館が
共同で行った日系企業に対するアンケート調査では、28社のうち10社（36％）がEEC内での投資拡大をすでに
予定、もしくは検討中と回答しており、この政策に対する日系企業の関心が高いことがわかる。また、2017年9
月には、世耕経済産業相率いる約600名の視察団がタイを訪問し、シンポジウムや商談会に参加した。そこで
は、日本経団連や日本商工会議所などが、タイの政府機関と7つの覚書を交わした。今後はタイランド4.0に向
けた日本の投資が具体化していくこととなるだろう。

周辺国との連結性強化と地域統括拠点化
　タイランド4.0と並び力を注ぐ周辺国の活用については、経済発展が目覚しいCLMV（カンボジア、ラオス、
ミャンマー、ベトナム）とインフラでつなぐことで、連結性の強化を図る。
　陸路については、タイとCLMVをつなぐ東西・南北・南部の3つの経済回廊が2015年におおむね完成し、海
路についてもEEC開発の一環としてレムチャバン港を拡張する予定だ。また、政府開発援助（ODA）予算で周辺
国の国内でのインフラ整備にも取り組んでおり、たとえばタイ国境からミャンマーのダウェー経済特区（SEZ）を
結ぶ132kmの南部経済回廊延伸について、借款供与が承認されている。このような政策もあって、最近では、
タイから周辺国への輸出や直接投資が大きく増加している。
　政府は、タイを東南アジアの地域統括拠点として発展させる政策にも取り組んでいる。具体的には、タイに国
際地域統括本部を置く企業に対し、研究開発やトレーニン
グ用機械の輸入税の免除や、外国人による株式や土地の
保有を認めている。その結果、タイに統括拠点を置く企業
数は、ASEANのなかで、シンガポールに次ぐ多さとなって
いる。最近では、タイには生産や部品調達の機能、シンガ
ポールには金融や財務などの経営支援の機能を持つ地
域統括拠点を置くすみ分けがなされている（図表3）。
　今後についても、周辺国のカンボジア、ラオス、ミャン
マーとの生産分業が広がっていくとみられることから、中
心のタイに製造や物流などの管理を行う統括拠点を設
置・移設するケースは増加すると考えられる。

（資料）各所報道より、みずほ総合研究所作成

企業名 主な動き

トヨタ自動車
2006年、生産・調達・物流分野の本部機能を
タイに設置。シンガポールの統括販社と連携

日産自動車
2011年、東南アジアの統括会社をシンガポー
ルからタイに移管

ミシュラン（仏）
2011年、東南アジアの統括会社をシンガポー
ルからタイに移管

デンソー
地域統括会社デンソー・インターナショナル・ア
ジアをタイに設置

古河電気工業
2014年、自動車用ワイヤハーネスの統括会社
を設立。域内6ヵ国に有する9子会社の設計・
営業・資材調達機能を統括

大同工業 2016年、営業統括拠点を開設

神戸製鋼所
2017年、タイに東南・南アジアの統括会社を
設立。経営管理強化やグループ内との連携

図表3. タイに統括拠点を置く動き
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　前稿の「『中所得国の罠』回避に向け高度産業化に挑むタイ」では、タイの新国家戦略である「タイランド4.0」に
ついて取り上げた。本稿ではその中心的政策であるEEC（東部経済回廊）プロジェクトに焦点を当て、タイの現場よ
り現状を解説する。EECプロジェクトとは、タイ東南部で総額1.7兆バーツ（約6兆円）の投資を通じ、インフラの整備
やロボット産業、次世代自動車産業など10の重点産業を誘致・育成する政策である。さらなる概要については4・5
月号記載の「EECが牽引するタイの飛躍」をご参照いただきたい。

今年に入って具体化してきたEECプロジェクト
　EECプロジェクトに関する構想自体は法令案が2016年6月の閣議で決定、2017年2月に投資促進策として概
要が発表されており、その内容を恒久法として制定した「EEC法」の成立が待たれていた。関係省庁間や既存法と
の調整が難航したため、1年経過した2018年2月に法案が国民立法議会（NLA）で可決された。2018年5月15日
には国王の署名を経て、全73条からなる「EEC法」が発効された。現在は国外投資家に向けて、日本語訳・中国語
訳化が政府内で進んでいる状況である。

　「EEC法」ではEECプロジェクトの監督・推進機関として、EEC事務局（Eastern Economic Corridor Office）が
指定されており、BOIや各省庁と連携した一元的な恩典付与に関する権限を有している。EEC事務局へのヒアリン
グでは、BOI法のガイドラインに当てはまる事業については引き続きBOIが投資恩典の窓口として一元的に担当す
るが、ガイドラインに当てはまらないような高度な技術を有する事業については、EEC事務局が恩典を各省庁と連
携して付与するとしている。日系企業のタイ投資の課題として、許認可手続き・行政手続きの迅速化を望む声が多
いなか、EEC事務局の強いリーダーシップによる手続きの簡略化、政府機関間調整が期待されている。
　EEC事務局からのヒアリングによると恩典付与を手がける一号案件は、2018年4月に発表されたアリババの大規
模投資計画である。自動倉庫を備えたクロスボーダー物流向けの拠点をEECエリア内に設立し、投資額は300億円
を超える予定であり、プラユット首相が来タイしたアリババ創業者のジャック・マー氏を迎え出るなど、厚遇している。

現場から見たEEC（東部経済回廊）
プロジェクトの現状
みずほ銀行 バンコック支店 ASEAN営業課　菅野 祐太

図表1. EEC対象エリアおよび最優先プロジェクト

（注）TEU（Twenty-foot Equivalent Unit）：20フィートコンテナ換算。20フィートコンテナ1個を単位としたコンテナ数量
出所：BOI等、各種公表資料より、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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ウタパオ国際空港

新滑走路を整備し、さらに旅客ターミナル、商業施設、自
由貿易区域、航空産業向け研修施設を新設
旅客収容能力を今後5年間で1,500万人に引き上げ、最
終的に6,000万人規模に拡大する計画

レムチャバン港

第3期港湾開発
コンテナ取扱量を現在の年間700万TEUから1,800万
TEUに、自動車輸出能力を年間100万台から300万台に
それぞれ増強し、世界でトップ10に入る港へ

東部高速鉄道
ドンムアン空港～スワンナープ空港～ウタパオ空港を結
ぶ高速鉄道開発プロジェクト
バンコク・マッカサン駅がハブターミナル

高度産業誘致 電気自動車、ロボット、メディカルハブ、航空機部品、バイ
オエコノミー分野におけるトップ企業の投資を誘致

未来都市開発
デジタルパーク開発により、デジタル人材育成、技術革新
を推進
用途によるエリア分けを予定
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　日系企業のEECエリア内での動向については、既存企業の投資が続いているほか、EV（電気自動車）関連で新
たな投資が生まれている。日本通運はEECエリアにおいて拡大する需要を取り込むべく、アマタナコン工業団地に
おいて新倉庫を建設中である。また、日系EVベンチャーのFOMMは、小型EVを今年度末に量産開始し、年産1万
台を見込んでいると報道されている。

事業仕様書（TOR）の発表が待たれるインフラ案件
　EEC事務局は各種あるインフラ案件から最優先案件として6案件（①高速鉄道 ②レムチャバン港 ③マプタプッ
ト港 ④MROセンター ⑤ウタパオ空港 ⑥デジタルパーク）を指定している（図表2）。

　この中で、一番最初に入札が行われる公算が高いのがドンムアン空港＝ウタパオ空港間の220kmを最速
250km/hで結ぶバンコク＝ラヨーン高速鉄道である。すでに複数回のマーケットサウンディング（市場調査）を終
え、5月中には事業仕様書（TOR）が発表され投資家が一斉に事業のレビューを行ったのち、入札が行われる予定
である。メディア報道では、タイ大手財閥CPグループやタイ石油公社（PTT）グループが入札を検討していると伝え
られているが、日系企業の多くは「政府からの収入保証がされていないため、投資参画は厳しい」としており、入札
を見送る方針である。
　その他のインフラ案件については、高速鉄道に続いて事業仕様書（TOR）が発表され入札が行われるが、まずは
タイ初の大型PPP(官民パートナーシップ)案件としての高速鉄道の入札を無事成功させることができるかに注目
が集まっている。

中国企業の進出と日中連携
　タイへの対外投資（BOI申請ベース）では、日本は過去3年間1位を保っており、中国は3〜4位であったが、EEC
エリア向け投資では前述したアリババのように中国系企業の新規進出が目立っており、タイ現地においても注目
を集めている。他にも、大手建設会社の広西建工集団がタイ大手財閥CPグループと共同で300億円超を出資し、
ラヨーン県南部で工業団地開発を進めている。従来はタイヤやソーラーモジュール生産といった特定産業に偏っ
て大型投資がなされていたが、サービス業や不動産開発に進出形態が広がっている。
　中国企業の進出が進むなかで、日本政府がEECを「日中連携」の舞台として捉える動きが出てきている。日本政
府は2017年11月の日中首脳会談を機に、一帯一路政策を支援する方針に転換。第三国における日中連携の可
能性を模索しており、その舞台としてEECが注目されている。日本政府は日中のビジネス協力を後押しする方針
で、政府系金融機関による支援やFS作成に関する支援についても検討している。国際協力銀行の前田副総裁が
2018年5月に来タイしプラユット首相と面談、EECにおいて日中で連携して開発を後押しする旨を伝えている。
　日本政府が前向きである一方で、日系企業は総じてネガティブな声が多い。高付加価値産業における連携に際
しては特に情報漏えい等の懸念が高い。タイにおいてはすでに日系企業でサプライチェーンができており、そのエ
コサイクルにあえて中国企業を入れるインセンティブはないという声も挙げられる。
　今年に入りEECプロジェクトは法律面の整備、中国系企業の大型投資の決定やインフラ案件の入札開始などさ
まざまな動きがみられている。現地新聞ではほぼ毎日EECに関するニュースが記載されており、期待と注目が高
まっている。民間企業だけでなく、日中政府もともに本プロジェクトを後押ししていく方針となっており、まさにタイ
政府が作図した「諸外国の官民連携」を作り出している状況といえ、今後の発展が期待される。

（ご参考）
みずほ銀行は2018年3月22日に、EEC事務局と企業の投資誘致に関する業務協力覚書（MOU）を邦銀として初めて締結した。EEC地域へ
の投資を検討している企業への情報提供、サポートを図ることを目的とし、企業の進出・誘致にかかわる相互協力に取り組んでいる。

図表2. EECインフラ案件の進捗状況
高速鉄道 レムチャバン港 マプタプット港 MROセンター ウタパオ空港 デジタルパーク

TOR発表 2018/5 2018/8 2018/8 2018/7 2018/8 2018/8

事業者決定 2018/10 2018/11 2018/11 2018/8 2018/11 2018/11

契約調印 2018/12 2018/12 2018/12 2018/10 2018/12 2018/12

（資料）ECC事務局資料（2018/5）より、みずほ銀行バンコック支店作成
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—— EECプロジェクトにおけるEEC事務局の役割やカニット事務局長に課せられたミッションは？
　EEC事務局は、EEC法にて規定されたEECプロジェクトを推進、管理するための機関です。投資家の皆
さまにはEEC事務局のことを「パートナー」だと思っていただければ幸いです。EEC事務局は海外を含む
投資家から高付加価値な産業を呼び込むため、高い技術があり複雑な新規事業に関し、BOI（タイ投資
委員会）を含む各省庁を調整し恩典を引き出し、良い投資環境を作り出すことを業務としています。昨今
投資決定を発表した中国のアリババのケースでは、9つの政府機関と調整をし、アリババにとって理想的
な投資環境の整備を行いました。
　首相からは四半期ごとにミッションを課されており、2018年第1四半期のミッションは①EEC法の発
効、②アリババの誘致、 ③高速鉄道TOR（事業仕様書）の発出の3つでした。すでに①と②は完了し、高速
鉄道TORは2018年5月末までに発出予定です。第2四半期にはさらなるミッションが課せられる予定で、
常に気が抜けないと感じています。

—— 今回EECプロジェクトを「EEC法」として法制化した背景を教えてください
　過去私は35年前にイースタンシーボード開発計画を手がけ、一面パイナップル畑だったイースタン
シーボードを東南アジア有数の工業地帯に変えました。ただ、裏側には政権変更時に15年ほど開発が
中断した苦い経験があります。
　EECプロジェクトを法制化するアイデアは私の発想で、首相からも同意を得られたためEEC法の立法
に至りました。当初予定から少々ずれこみましたが、2018年2月に国民立法議会で承認され、国王の署
名を経て5月14日より施行されています。現在は日本語訳の作成作業を進めており、日本の投資家に
とってもクリアな形で発表を行う予定です。

—— EECプロジェクトの最近の動向を教えてください
　EECは多くの国から注目され、最近では香港政府のタイ副首相表敬、150名の韓国からのミッションが
あり、近々、中国の閣僚訪問が予定されています。2017年には日本からも世耕大臣以下600名の経済
ミッションが来泰されるなど、日中連携の舞台としても注目を集めています。
　EEC投資の対象地域として、現在21の工業団地を指定しています。うち1つは中国企業向けの工業団
地です。これら21の工業団地は今後7兆円の投資を受け入れるだけの空き地があり、向こう5年は土地
は十分にあります。6月にはタイ国際航空とエアバスがフランスで整備や修理、分解点検等を行うMRO
センターに関するJV設立の調印を行う予定です。MROセンターは、大型のエアバス機（A350/380）向け
で高度な技術力を要するものを作る予定となっています。
　またスマートシティ計画に関する検討も進んでいます。パタヤにスマートシティを作る計画もあります
が、EEC事務局としては新しい場所に作る計画をしています。本計画には、中国政府、オーストリア政府、
日本政府（JBIC）からさまざまなアイデアを得ています。

EEC：Eastern Economic Corridor　　www.eecthailand.or.th

EEC（東部経済回廊）事務局
カニット局長インタビュー

EEC事務局長　Dr. Kanit Sangsubhan
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マレーシアIndustry4.0政策の現状
　マレーシア経済は、長期にわたり製造業により牽引されて経済成長を続けており、2017年までの過去5年間
におけるGDPのうち平均22％が製造業により創出されている。しかしながら、労働集約的な製造業において
は、より労働コストが安価な地域、国へと投資が向かい、マレーシアが投資対象から外れるケースも散見される
ようになり、新興国へ急速に技術移転が進んでいることも相まって、マレーシアは新興国との激しい低コスト競
争に晒されている状況である。
　このような状況を背景に、将来のマレーシアにおける製造業の競争優位を確固たるものにするため、マレー
シアの構造転換をより迅速に実現することを目的とした基本政策が、「マレーシアIndustry4.0政策」（以下、

「Industry4.0」）である。
　現在マレーシア政府は、MITI（国際貿易産業省：Ministry of International Trade and Industry）が中心
となり、Industry4.0を策定している。現在Industry4.0の政策フレームワークドラフトが公表されており、広く
パブリックコメントが募集された。
　Industry4.0フレームワークの策定に当たっては、マレーシアの政府、政府系機関、民間経済団体、民間企
業、学術機関が中心となり、欧米の民間経済団体や民間企業も参画している。

重点を置く産業分野
　Industry4.0において特に重点を置く産業分野は、第11次マレーシア計画において国家成長を促し、高い潜
在的な可能性のある産業分野と位置づけられた分野となる。具体的には、電気電子（電子部品、CE、産業エレク
トロニクス、電気製品）、機械装置（特定産業における特殊機械装置、一般的機械装置・部品、発電機械装置、工
作機械）、化学（石油化学製品、プラスチック製品、ゴム製品、化学製品、油脂化学製品）、医療用デバイス（消耗
品、手術用具、医療用具、インプラント、ヘルスケア製品）、航空宇宙（設計、エンジニアリング、航空製造、システ
ムインテグレーション、保守・修理・運営）、その他（自動車、運輸、繊維、製薬、金属、食品加工、サービス）の分野
である。

Industry4.0フレームワーク
　Industry4.0のフレームワークは、「ビジョン」、「国家目標」、「シフト要因」、「成功要因」から構成される。今後 
10年間のマレーシア製造業のビジョンとして、①アジア太平洋地域におけるスマートマニュファクチャリングお
よびその関連サービスを提供する戦略的なパートナーとなること、②ハイテク産業の主要な拠点となること、 
③先端技術の総合的なソリューションを提供できることを掲げ、これを実現するための具体的な国家目標を設
定している。
　国家目標は、製造業の転換を牽引し、目標達成の進捗状況を測定するために具体的な数値を、労働生産性
の向上、製造業の国民経済への貢献、イノベーション能力、高度なスキルを備えた人材といった個別の目標ごと
に設定している。
　国家目標を達成するために必要な、人材、プロセス、技術というシフト要因を特定し、それぞれの要因がバ
ランス良く最適化するように、戦略、方針、計画を策定。戦略、方針、計画は、シフト要因を最適化するための成
功要因を特定し、それぞれの成功要因ごとに策定される。成功要因として、資金調達と成果型のインセンティブ

マレーシアIndustry4.0政策
SCS Global Consulting（M）Sdn. Bhd.　パートナー 公認会計士（日本） 岡島 伸宏氏
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（資金調達）、相互連鎖的で効率的なデジタルインフラ（インフラ）、規制の枠組みの策定と産業への実際の導入
（規制）、現在の人材のスキルアップと将来の人材の育成（スキルと人材）、スマートテクノロジーへのアクセス
を可能とする技術（技術）が設定されている。

Industry4.0国家目標
　4つの個別目標ごとに、2016年度の実績値を基礎として2025年度の目標数値が設定されている。
①製造業における労働生産性を向上させ、2016年度において106,647リンギであった製造業における1人あ

たり生産額を30％向上させる。
②製造業の国民経済に対する貢献度を高め、2016年度において2,540億リンギであった製造業のGDPに対

する貢献を2025年度において3,920億リンギへ増大させる。
③イノベーション創出能力を強化し、2016年度においては35位以下であったグローバルイノベーションランキ

ングの順位を2025年度にお
いて上位30位以内へ引き上
げる。

④製造業に従事する高技能労働
者の人数を増やし、2016年
度の製造業における高技能労
働者の占める割合18％から
2025年度においては50％に
引き上げる。

　　また、それぞれの目標数値
は、目標達成の進捗状況を測
定するための指標となる。

Industry4.0戦略
　2025年度の国家目標を達成するため、「資金調達」、「インフラ」、「規制」、「スキルと人材」、「技術」といった
それぞれの成功要因に対してシフト要因の最適化を図るための戦略が策定されている。
①Industry4.0の技術とプロセスへの投資を促進するため、税務インセンティブを含む成果型のインセンティ

ブを提供する。（F1）

図表1. Industry4.0のフレームワーク

図表2. Industry4.0国家目標

出所：Ministry of International Trade and Industry （MITI）

出所：Ministry of International Trade and Industry （MITI）
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②Industry4.0の技術とプロセスの採用を促進するため、ダイナミックで革新的な金融商品を開発し、導入する。
（F2）

③Industry4.0技術の阻害要因となる接続の脆弱性を取り払うため、産業、教育、トレーニングのハブ相互間の
デジタル接続を強化する。（I1）

④供給および製造バリューチェーンに即した政府のプロセスとインフラのデジタル化および統合化を図る。
（I2）

⑤技術、プロセス、スキルの開発を支援するために、製造会社に対してIndustry4.0向けのサービスプロバイ
ダーが関与する。（I3）

⑥製造業におけるIndustry4.0技術とビジネスプロセスの必要性、利益、機会に対する意識を高める。（R1）
⑦製造業、特に中小企業（SME）が自己のIndustry4.0能力を評価および開発するためのプラットフォームとメ

カニズムを構築する。（R2）
⑧円滑なバリューチェーンの統合を促進するために、データの整合性、標準規格、セキュリティを共有し、効果的

なIndustry4.0プログラムを構築し、管轄官庁における分析をサポートする。（R3）
⑨特定の製造業向け国家開発プログラムを通じて、既存の労働力の能力強化を図り、再教育や人材開発をサ

ポートする。（S1）
⑩Industry4.0環境で就労するために必要なスキルセットを学生に持たせることにより、将来の人材を確保す

る。（S2）
⑪新しい技術の採用を促進し、知識の移転を促進する意識と理解を生み出すため、デジタル・技術研究所や共

同プラットフォーム、特に官民パートナーシップ（PPP）を確立する。（T1）
⑫スマートマニュファクチャリングとIndustry4.0技術両者のシステムを相互運用するための標準規格を確立

し、導入する。（T2）
⑬優先分野を支援するために、特定のIndustry4.0技術とプロセスにおけるRICE（Research Innovation 

Commercialization and Entrepreneurship 調査、革新、商業化、事業化）プログラムの策定と運用を強
化する。（T3）

図表3. Industry4.0戦略

出所：Ministry of International Trade and Industry （MITI）を一部修正
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【戦略-F1】
Industry4.0の技術とプ
ロセスへの投資を促進す
るため、税務インセンティ
ブを含む成果型のインセ
ンティブを提供する

【戦略-I1】
Industry4.0技術導入の
阻害要因となる接続の脆
弱性を取り払うため、産
業、教育、トレーニングの
ハブ間のデジタル接続を
強化する

【戦略-R1】
製造業におけるIndustry
4.0技術とビジネスプロ
セスの必要性、利益、機会
に対する意識を高める

【戦略-S1】
特定の製造業向け国家
開発プログラムを通じて、
既存の労働力の能力強化
し、再教育や人材開発を
サポートする

【戦略-T1】
新しい技術の採用を促進
し、知識の移転を促進す
る意識と理解を生み出す
ために、デジタル/技術研
究所や共同プラットフォー
ム、PPPを確立する

【戦略-F2】
Industry4.0の技術とプ
ロセスの採用を促進する
ため、ダイナミックで革新
的な金融商品を導入する

【戦略-I2】
供給および製造バリュー
チェーンに即した政府プ
ロセス・インフラのデジタ
ル化と統合化を図る

【戦略-R2】
製造業、特にSMEが自己
のIndustry4.0能力を評
価および開発するための
プラットフォームとメカニ
ズムを構築する

【戦略-S2】
Industry4.0環境で就労
するために必要なスキル
セットを学生に持たせる
ことにより、将来の人材を
確保する

【戦略-T2】
スマートマニュファクチャ
リングとIndustry4.0技
術のシステムを相互運用
するための標準を確立
し、導入する

【戦略-I3】
技術、プロセス、スキル開
発を支援するために、製
造会社にIndustry4.0
向けのサービスプロバイ
ダーが関与する

【戦略-R3】
円滑なバリューチェーン
の統合を促進するために
データの整合性、標準、セ
キュリティを共有し、効果
的なIndustry4.0プログ
ラムを構築し、省庁内分
析をサポートする

【戦略-T3】
優先分野を支援するため
特定のIndustry4.0技術
とプロセスにおけるRICE
プログラムの策定と運用
を強化する
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　中国の「一帯一路」構想が、新たな局面を迎えようとしている。2013年の提唱から6年目に入った構想は、国
内外の大きな反響を受けて“グローバル化”を目指す一方、中国に対する各国の警戒感の高まりや新興国にお
けるインフラ投資リスクの顕在化に直面している。日本政府が条件付きながらも構想への協力姿勢を示したこ
とで、日本企業の間に「一帯一路」への参画を模索する動きが活発化するなか、中国企業の間にも国際的な協
業に前向きな考え方が広がりつつある。

「一帯一路」の“グローバル化”
　中国の「一帯一路」構想が“グローバル化”する様相を呈している。中国政府は2018年1月、ベネズエラが主
導する「中国・中南米カリブ海諸国共同体フォーラム」において、「一帯一路」構想の中南米への延伸に言及。同
月発表した「北極政策白書」のなかでも、北極海航路を「氷上シルクロード」と呼んで、「一帯一路」構想の一部
に位置づけた。
　東西を結ぶ陸上の「シルクロード経済ベルト（一帯）」とシーレーンに沿った「21世紀海上シルクロード（一
路）」に沿って巨大なユーラシア経済圏を構築しようとする構想であった「一帯一路」は、構想の“グローバル化”
によって当初の地理的範囲を大きく超えてしまった（図表1参照）。これにより、中国企業が新興国で行う投資、
貿易、プロジェクト受注はすべて「一帯一路」に含まれるといっても過言ではなくなっている。構想の融通無碍な
一面を体現したものといえよう。

　「一帯一路」といえば、とかく新興国でのインフラ投資ばかり注目されるが、構想自体はインフラ投資をてこ
に巨大なユーラシア経済圏を構築しようとするもので、政治や文化交流をも含む幅広いコンセプトから成って

「一帯一路」の新局面と日本
みずほ銀行 国際戦略情報部　調査役 月岡 直樹

図表1.  “グローバル化”する「一帯一路」構想
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「一帯一路」構想

シルクロード経済ベルト（一帯）

中パ経済回廊

BCIM経済回廊
21世紀海上シルクロード（一路）

南太平洋ルート

氷上シルクロード（北極海航路）

中南米延伸

「自由で開かれたインド太平洋戦略」

出所：みずほ銀行 国際戦略情報部作成
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いる。国家発展改革委員会、外交部、商務部が2015年3月に共同発表したアクションプランが、「一帯一路」構
想の5つの「互聯互通（相互連絡、相互接続）」としてインフラの「聯通（連結）」のほか、政策の「溝通（疎通）」、貿
易の「暢通（円滑化）」、資金の「融通」、民心の「相通（相互理解）」を掲げているとおりである（図表2参照）。
　構想は、日米が主導していた環太平洋
パートナーシップ協定（TPP）をたぶんに意
識した政策とみられているものの、国際的
な投資・貿易のルールを作るTPPとは異な
り、あくまでも中国政府による経済発展と
政治経済交流促進の“イニシアティブ”にと
どまる＊1。ただ、その“イニシアティブ”は今
後の世界経済の成長を牽引するアジア・ア
フリカ地域における経済発展を主導しよう
とする大胆な国家戦略でもあり、国有企業
を主体とする中国企業はこの「一帯一路」
という“錦の御旗”のもと、当局や政策性金
融機関の後押しを受けて海外展開を積極
化しているのが現状である。
　「一帯一路」の“グローバル化”は、構想が国際的に大きな反響を得たことに対する中国政府の自信の深まり
を示したものとみることもできる。中国政府は2017年5月、北京で「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラム
を開催。100ヵ国以上の代表団が参加、29ヵ国の首脳が出席した。習近平国家主席は、「100以上の国・国際機
関が“一帯一路”への支持を表明」し、「40以上の国・国際機関と協議書を締結した」ことを明らかにし、それま
での成果を強調した。
　また、「一帯一路」関連インフラプロジェクトの建設を支援する新たな国際金融機関として、英仏独などの先
進国を含む57の創設国を集めて2015年12月に設立されたアジアインフラ投資銀行（AIIB）は、2016〜2017
年の2年間で計24案件42億米ドルのファイナンスを実施した。融資額では、2017年単年で289億米ドルの与
信を供与したアジア開発銀行（ADB）に大きく及ばないものの、加盟国数は2017年末段階で84ヵ国まで拡大
し、ADBの加盟国数67を上回っている。
　国内の体制固めにも余念がない。2017年10月に開催された第19回全国共産党大会において、党規約に

「“一帯一路”建設を推進する」との一文を盛り込むことで、構想を党全体の基本方針と位置付け、その推進体
制を強固なものとしている。

転換期を迎えた「一帯一路」
　“グローバル化”する「一帯一路」は、一方で大きな転換期を迎えている。その背景にあるのは、先進国やイン
フラプロジェクト当事国を含む各国での中国に対する警戒感の高まりと、国家戦略ありき、採算性軽視で受注し
たインフラプロジェクトが少なくなかったことに対する疑問の声である。
　中国はこれまで、世界銀行やADBといった国際開発金融機関がカントリーリスクやプロジェクトの収益性、
政府調達の公平性（競争入札の実施など）、環境保護といった観点からファイナンスを実施できないようなプロ
ジェクトに対しても、積極的にファイナンスを供与し、中国企業によるインフラ受注を拡大してきたとみられてい
る。インフラ整備の財源不足に悩まされる新興国にとって、採算の見込めないインフラプロジェクトへの参画に
も名乗りを挙げ、ファイナンスを供与してくれる中国および中国企業は正に救世主といえる存在であった。
　しかし、それは長期的な債務持続性を犠牲とするものであり、中国国有企業によるハンバントタ港での権益
取得などの事例を受け、中国への過度な依存に対する懸念も高まりつつある。プロジェクト当事国は現在、中国
企業によるインフラ建設の必要性を認識しつつも、依存脱却のために欧米日など各国の企業にも積極的に投
資してもらいたいと考えている状況である。

図表2.  「一帯一路」が目指す5つの「互聯互通」

出所：政府発表に基づき、みずほ銀行 国際戦略情報部作成
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●留学生の規模拡大
●文化交流
●観光誘致
●伝染病対策・公衆衛生
●科学技術研究協力
●政党・議会間交流

●政府間の政策交流
●協力プロジェクトへの支援

●交通インフラの連結
●エネルギーインフラの連結
●通信インフラの連結

●税関業務の協力
●相互投資の拡大
●新興産業での協力
●投資障壁の撤廃

●通貨スワップの拡大
●AIIBの設立
●人民元債券の発行
●シルクロード基金の活用
●金融監督の協力
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　加えて、地政学的な観点からも、「一帯一路」を背景とした中国の海洋進出に対する警戒感が高まっている。と
りわけ、パキスタンのグワダル港、スリランカのハンバントタ港、ミャンマーのチャウピュー港といった中国側が
権益を有する港湾に囲まれる形となったインドは、構想への反発を強めている。インドは、2017年5月のハイレ
ベルフォーラムに政府高官を派遣せず、2017年6月から2ヵ月以上にわたり、領土紛争を抱えるブータン国境
のドラクム地区において中国側と対峙する事態にも陥った＊2。
　さらに、中国自身も新興国におけるインフラ投資でリスクが顕在化していることに問題意識を抱えているよう
である。中国の政策性金融機関が多額の融資を行ってきたとみられるベネズエラは、原油価格の下落により経
済的な混乱状態に陥っており、パキスタンの道路建設プロジェクトでは経済汚職を理由に中国側がファイナン
ス供与を一時停止する事態となった。また、インドネシアの高速鉄道プロジェクトでは当局による土地収用が進
まず、工事が大幅遅延している＊3。中国のあるアナリストは、こうした状況を受け、戦略的意図に基づくプロジェ
クトは次第に減っていくだろうと指摘している。
　そのため、中国側は「一帯一路」関連プロジェクトにおける市場合理性をより強調するようになっており、中国
企業でプロジェクトのサプライチェーンを抱え込む自前主義のマインドセットにも変化が現れている。中国のあ
る有識者によると、中国企業の間にも国際的なコンソーシアムの組成に前向きな考え方が出始めているとい
う。日本企業が韓国系や欧米系の企業とコンソーシアムを組んで応札していることに着目。安価な海外資金の
利用やプロジェクト推進におけるリスクヘッジにも期待しているようである。

「一帯一路」との距離を縮める日本
　これまで「一帯一路」やAIIBと距離を置いてきた日本は現在、その間合いを詰めつつある。前述のハイレベル
フォーラムに自民党の二階俊博幹事長をトップとする代表団が参加し、安倍首相が翌6月に条件付きながらも

「一帯一路」構想への協力姿勢を示したことが潮目となり、同年11月に行われた日中首脳会談で「一帯一路」
を念頭に第三国での日中企業によるビジネス協力が有益との認識で一致。2018年5月の李克強総理の来日時
には、第三国での経済協力に関する官民協議体を設置することで合意した。
　このようなマクロ環境を背景に、「一帯一路」に関連するインフラプロジェクトへの参画を本格的に検討する
企業が増えている。そうした状況下、中国企業が国際的な協業に前向きな姿勢を示していることは、日本企業
にとって好機といえる。中国企業を含む国際的な協業は、プロジェクト当事国側にとってもメリットがある。中国
企業のコストパフォーマンスを活用しつつ、中国依存とプロジェクトリスクの軽減を図れるからである。
　では、中国企業は日本企業との協業にどのような期待を寄せているのであろうか——。中国企業は概して、建
設工事や設備製造におけるコスト競争力で圧倒的な優位性を有しているものの、エンジニアリングノウハウや
プロジェクト管理能力、ソリューション提案力といった点では日本企業に一日の長がある。そこで、日本企業に
対しては、①省エネ・環境などの分野におけるコア技術やプラント建設におけるエンジニアリングノウハウの提
供、②工程管理・品質管理能力や国際的な信用力の補完、③複合的なインフラ整備計画を立案する総合提案力

（ストラテジスト機能）の発揮、が求められるものと考える。さらに、インフラ整備によってプロジェクト当事国で
都市化と人口増が進めば、流通、外食、食品・医薬、介護・医療といった幅広いサービス分野においてビジネス
チャンスが到来し、日本ならではのノウハウを活かした日中協業の可能性が広がるだろう。
　「中国と日本の企業がその資金、技術、研究開発能力を統合することで、共同で第三国の発展に貢献でき
る」——。当行が5月8日に開催した『みずほ日中連携「一帯一路」セミナー』で講演した国家開発銀行の幹部
はこう強調した。2018年は改革開放と日中友好条約締結の40周年に当たり、「一帯一路」構想にとっても
契機の年になる。官民協議体等を通じた日中企業間の情報交換による、具体的な協業プロジェクトの発掘が
期待される。

＊1 「一帯一路」の英語公式名称は「Belt and Road Initiative」である
＊2 両国は2018年4月、インド・モディ首相の訪中により、緊張緩和と関係改善を図っている
＊3 国家開発銀行によるプロジェクトへの融資は総額45億米ドルに上り、土地収用の完了が実行条件となっている。同行は、2018年4月27日までに初回融

資1億7,000万ドルを実行した模様
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